
第３６号議案                             

第

三

十

六

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

公

共

溝

渠

管

理

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      



第３６号議案 

 
 

 

江

戸

川

区

公

共

溝

渠

管

理

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

公

共

溝

渠

管

理

条

例

（

昭

和

二

十

八

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

な

す

」

を

「

成

す

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

条

第

三

号

中

「

き

損

す

る

」

を

「

毀

損

す

る

」

に

改

め

る

。

 

 

第

四

条

第

一

号

中

「

よ

こ

ぎ

り

」

を

「

横

切

り

」

に

改

め

る

。

 

 

第

五

条

中

「

の

各

号

の

」

を

「

に

掲

げ

る

事

項

の

う

ち

必

要

な

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

中

「

書

類

」

の

下

に

「

の

う

ち

必

要

な

書

類

」

を

加

え

る

。

 

 

第

七

条

中

「

く

わ

し

く

」

を

「

詳

し

く

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

条

中

「

よ

り

が

た

い

」

を

「

よ

り

難

い

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

一

条

第

三

号

中

「

使

用

す

る

と

き

」

の

下

に

「

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

認

め

る

と

き

」

を

加

え

る

。

 

 

第

二

十

条

の

見

出

し

を

「

（

監

督

処

分

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

既

に

施

設

し

た

工

作

物

を

改

築

若

し

く

は

除

却

さ

せ

、

原

状

の

回

復

」

を

「

公

共

溝

渠

及

び

そ

の

水

面

に

存

す

る

許

可

に

係

る

工

作

物

そ

の

他

の

物

件

（

以

下

「

工

作

物

等

」

と

い

う

。

）

を

改

築

若

し

く

は

除

却

さ

せ

、

原

状

の

回

復

そ

の

他

必

要

な

措

置

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

十

三

条

中

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

改

め

る

。
 

 

第

二

十

六

条

を

第

二

十

九

条

と

し

、

第

二

十

五

条

を

第

二

十

八

条

と

す

る

。

 

第

二

十

四

条

に

次

の

一

号

を

加

え

、

同

条

を

第

二

十

七

条

と

す

る

。

 



第３６号議案                             

三

 

第

二

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

調

査

を

拒

み

、

妨

げ

、

又

は

忌

避

し

た

者

 

第

五

章

中

第

二

十

七

条

の

前

に

次

の

三

条

を

加

え

る

。

 
（

無

許

可

行

為

に

対

す

る

措

置

）

 

第

二

十

四

条

 

区

長

は

、

第

四

条

に

規

定

す

る

許

可

を

受

け

な

い

で

同

条

各

号

に

規

定

す

る

行

為

を

す

る

者

に

対

し

、

期

限

を

定

め

て

、

工

作

物

等

の

改

築

、

除

却

、

原

状

の

回

復

そ

の

他

必

要

な

措

置

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

措

置

命

令

を

履

行

し

な

い

場

合

の

手

続

）

 

第

二

十

五

条

 

第

二

十

条

及

び

前

条

の

規

定

に

よ

る

必

要

な

措

置

を

命

ぜ

ら

れ

た

者

（

以

下

「

義

務

者

」

と

い

う

。

）

が

当

該

命

令

を

履

行

し

な

い

場

合

に

お

い

て

、

区

長

は

、

行

政

代

執

行

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

四

十

三

号

）

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

自

ら

義

務

者

の

な

す

べ

き

行

為

を

な

し

、

又

は

第

三

者

に

こ

れ

を

な

さ

し

め

、

そ

の

費

用

を

義

務

者

か

ら

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

立

入

調

査

）

 

第

二

十

六

条

 

区

長

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

区

職

員

を

し

て

、

工

作

物

等

に

立

ち

入

っ

て

調

査

さ

せ

、

又

は

関

係

人

に

質

問

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

よ

り

、

立

入

調

査

又

は

質

問

を

す

る

職

員

は

、

そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、

関

係

人

の

請

求

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

調

査

の

権

限

は

、

犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

し

て

は

な

ら

な

い

。

 



第３６号議案 

  
 

 

付

 

則

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

か

ら

第

四

項

ま

で

の

規

定

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）
 

２

 

江

戸

川

区

新

左

近

川

マ

リ

ー

ナ

条

例

を

廃

止

す

る

等

の

条

例

（

平

成

二

十

四

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

 

号

）

第

二

条

の

施

行

の

日

の

前

日

に

お

い

て

、

同

条

の

規

定

に

よ

る

廃

止

前

の

江

戸

川

区

新

左

近

川

マ

リ

ー

ナ

条

例

（

平

成

五

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

五

号

。

以

下

「

廃

止

前

の

マ

リ

ー

ナ

条

例

」

と

い

う

。

）

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

を

現

に

受

け

て

い

る

漁

船

（

同

条

例

第

三

条

第

二

号

に

規

定

す

る

漁

船

を

い

う

。

）

の

使

用

者

（

以

下

「

漁

船

使

用

者

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

附

属

物

及

び

水

面

の

使

用

に

つ

い

て

第

四

条

に

規

定

す

る

区

長

の

許

可

を

受

け

て

い

た

も

の

と

み

な

し

、

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

る

継

続

使

用

の

手

続

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

第

九

条

及

び

第

十

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

漁

船

使

用

者

の

使

用

料

の

額

は

、

廃

止

前

の

マ

リ

ー

ナ

条

例

第

九

条

の

規

定

に

よ

り

算

定

し

た

額

と

す

る

。

 

４

 

第

十

六

条

及

び

第

十

七

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

漁

船

使

用

者

の

使

用

の

権

利

は

、

他

人

に

移

転

し

、

及

び

相

続

又

は

法

人

の

合

併

若

し

く

は

分

割

に

よ

り

承

継

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

も

の

と

す

る

。
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（

説

明

）
 

 

公

共

溝

渠

の

管

理

上

、

不

法

に

占

用

す

る

船

舶

の

除

却

等

に

係

る

手

続

を

定

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


